
１ 計画策定の趣旨

「おおいた子ども・子育て応援プラン」（計画期間：平成17～21年度）の成果を踏まえ、

残る課題について重点的に取り組むための後期計画として策定

(1) 数値目標の達成状況

前期計画で設定した数値目標（40項目）のうち、17項目が目標達成

(2) 大分県の合計特殊出生率

合計特殊出生率の上昇や出生数の増加等、望ましい傾向も見られており、この機を逃さず、長期的な少子化

大分県次世代育成支援後期行動計画

「新おおいた子ども・子育て応援プラン～子育て満足度日本一を目指して～」概要

前期計画の評価（総論 第２章）計画の策定にあたって

２ 計画の性格

(1) 次世代育成支援対策推進法に基づく都道府県行動計画

(2) 大分県における次世代育成支援対策の基本指針

(3) 大分県長期総合計画「安心・活力・発展プラン2005」の部門計画

(4) 大分県中期行財政運営ビジョン（平成21～23年度）との一体性を確保

３ 計画の期間

平成22～26年度までの５年間

合計特殊出生率の上昇や出生数の増加等、望ましい傾向も見られており、この機を逃さず、長期的な少子化

・人口減少の流れを緩和するための取組を行うことが必要。

(3) 今後取り組むべき課題

子育ての孤立感・不安感や経済的負担感の軽減を図るとともに、若い世代が希望する子どもを生み育てる

ことができるよう、「経済的負担の軽減」や「地域における子育ての支援の充実」、「仕事と生活の調和の実現」

等について一層の取組が必要。

さらに、必要な人がいつでも利用できるよう、「子育て支援サービスに関する情報提供の充実」に努めること

が必要。

(4) 「プラン２００５」のさらなる推進

平成21年3月に策定された 「中期行財政運営ビジョン」に掲げる「子育て満足度日本一を目指す大分県」の

実現に向け、後期計画でも積極的な取組が必要。

４ 県民意見等の反映

(1) 子育て家庭のニーズを聴く「次世代育成支援に関するニーズ調査」を市町村と連携し実施

（平成20年8月～平成21年8月）

(2) 子どもの声を聴く 「つたえたい！私たち子どもの思いキャンペーン」実施

（意見募集・ワークショップ、平成21年７月～９月）

(3) 後期計画策定に係る「県民意見募集（パブリックコメント）」の実施（平成21年10月～11月）

計画の基本的な考え方（総論 第３章）

１ 少子化の現状 ＊いずれも3年連続上昇

(1) 大分県の合計特殊出生率･･･ H16:1.40 H19：1.47（全国 11位） H20：1.53（全国 7位）

(2) 大分県の出生数･･･H16：10,024人 H19：10,162人 H20：10,306人

２ 少子化の原因

(1) 未婚化・非婚化の進行 [大分県]

① 25～29歳未婚率 （男性）H12：64.2% H17：66.8%、 （女性）H12:53.0% H17：57.8%

② 50歳時点未婚率 （男性）H12： 9.4% H17：13.3%、 （女性）H12:5.5% H17：6.8%

１ 基本理念

次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという

基本的認識の下に、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感さ

れるように配慮して推進する。

２ 基本的な視点

① 子どもの視点

② 次代の親づくりという視点

③ サービス利用者の視点

④ 社会全体による支援の視点

⑤ 仕事と生活の調和の実現の視点 ＊新規

(3) 後期計画策定に係る「県民意見募集（パブリックコメント）」の実施（平成21年10月～11月）

(4) 「おおいた子ども・子育て応援県民会議」委員からの意見

（平成21年度3回開催予定・・・6月・8月・1月、また庁内ワーキンググループに委員5名参画）

⑥ すべての子どもと家庭への支援の視点

⑦ 地域における社会資源の効果的な活用の視点

⑧ サービスの質の視点

⑨ 地域特性の視点

少子化の現状分析（総論 第１章）

② 50歳時点未婚率 （男性）H12： 9.4% H17：13.3%、 （女性）H12:5.5% H17：6.8%

(2) 晩婚化の進行 [大分県]

平均初婚年齢 （男性）H15:28.8歳 H20：29.7歳、 （女性）H15:27.4歳 H20：28.1歳

(3) 夫婦の持つ子ども数が減少（夫婦の出生力の低下） [全国]

夫婦が理想とする子ども数（2.48人）と実際の子ども数（1.77人）との乖離

子どもが心身ともに健やかに育つ社会の実現

安心して子どもを生み育てられる社会の実現

子どもの笑顔をはぐくみ

未来を拓く大分県

３ 少子化の要因・背景

(1) 経済的に不安定な若者の増加 (4) 出産後における女性の就労継続が困難

(2) 子育ての孤立感・不安感の増大 (5) 男性の家事・育児参加の度合いが低い

(3) 子育てや教育にかかる経済的負担感の増

４ 大分県の特徴

(1) 合計特殊出生率･･･九州で未婚率は2番目に低いものの、有配偶女性の出生率が最下位

(2) 女性の就業・・・30～３４歳正規雇用者層の有業率の低下が著しい（Ｍ字カーブの落ち込みが大きい）

(3) 男性の育児参加・・・全国に比べ就業時間が長く、家事・育児時間が最も短い

基本目標

めざす姿



（１）社会全体の意識づくり
（２）子どもの人権を尊重する意識づくり
（３）男女共同参画に関する意識づくり

（１）子育て支援サービスの充実等 ★
（２）保育サービスの充実等 ★
（３）子育て支援者の育成 ★
（４）子育て支援サービスに関する

情報提供の充実 ★
（５）子育て支援のネットワークづくり
（６）地域ぐるみの交流活動の推進

（１）ワーク・ライフ・バランスの推進 ★
（２）男性の育児参加の促進 ★
（３）女性の就労支援 ★
（４）若者の就労支援

子
ど
も
が
心
身
と

安
心
し
て
子
ど
も

【施策の方向】 ★印：重点事項

１．子どもの成長と

子育てをみんなで

支える意識づくり

２．地域における

子育ての支援

３．子育ても仕事も

しやすい環境

づくり

子
ど
も
の
笑
顔
を

○家庭は、子どもを養育する基本的な場

○家族一人ひとりが子育てについて責任を持ち、助け合

うことで、子どもを守り育てる

○地域は、子どもの社会性や自主性を養う場

○住民が相互に助け合い、地域の資源を活用しながら、

子どもの健全な育ちや子育てを支援する仕組みづくり

を推進する

○企業等は、働き方の見直し等により、仕事と家庭の両

立を支援する環境づくりを推進する

施策の体系 （総論第３章）

次世代育成支援

対策に係る機運

の醸成と意識啓

発

多様な子育て支

援サービスの充

実と地域の子育

て力の向上

ワーク・ライフ･バ

ランスの推進

家庭は

地域は

企業等（事業主）は

めざす姿 基本目標

【基本施策】

県民総参加による計画の推進（総論第4章）

（１）児童虐待に対する取組の強化 ★
（２）社会的な養護の場の充実 ★
（３）ひとり親家庭への支援
（４）障がい児への支援
（５）いじめ・不登校やひきこもりへの対応

（１）子どもや母親の健康づくり
（２）思春期からの健康づくり
（３）親になるための健康づくりへの支援★
（４）不妊に悩む人への支援
（５）子どもの病気への支援
（６）食育の推進

（１）次代の親づくり
（２）子どもの生きる力をはぐくむ学校づくり
（３）家庭や地域の教育力の向上

（１）子育てしやすい生活環境づくり
（２）安心して外出できる環境づくり
（３）子どもの安全を守るまちづくり
（４）子どもの非行を防ぐ環境づくり
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４．きめ細かな対応が

必要な子どもと親へ

の支援

５．子どもが健やかに

生まれ育つ環境

づくり

６．子どもの生きる

力をはぐくむ教育

の推進

７．子どもにとって

安心・安全なまち

づくり

を
は
ぐ
く
み
、
未
来
を
拓
く
大
分
県

○保育所や幼稚園、学校等は、子どもが家庭の次に長

い時間を過ごす場

○社会の一員として必要な習慣や規範を身につけさせる

とともに、家庭や地域と連携し、子どもの個性に応じた

教育を行う

○次世代育成支援対策における役割の重要性を認識し

一般事業主行動計画の策定や子どもを生み育てやす

い就労環境の整備に向けた取組を積極的に行う

○「大分県次世代育成支援対策推進会議」 において、

庁内横断的な取組を推進するとともに、計画の進捗

状況について点検・評価を行い、公表する

○全県的な広がりを持った取組とするため、「おおいた

子ども・子育て応援県民会議」をはじめ県民との連携・

協働に努める

○市町村と連携し、県や市町村の計画について広報・啓

発を図るとともに、地域の実情に即した効果的な取組

を展開する

児童虐待の防止

や障がい児への

支援

親と子の健康づ

くりと医療

子どもの生きる

力をはぐくむため

の学校・家庭・地

域における教育

子育てのバリア

フリー化と事故

や犯罪の防止

学校等は

県は

★

（６）在住外国人の親と子どもへの支援



後期計画の評価 ～子育て満足度日本一を目指して～

１ 個別事業ごとの評価 (数値目標）

施策の進捗状況を評価するため、次の４つの考え方に沿って、個別事業ごとの数値目標を40項目設定します。

（ⅰ） 国の行動計画策定指針において示された全国共通の項目については、原則として反映する。

（ⅱ） 前期計画における数値目標のうち、未達成のものについては、原則として継続する。

（ⅲ） 前期計画の評価を踏まえ、今後取り組むべき課題として、引き続き取り組む必要のあるものについては継続する。

（ⅳ） その他、前期計画の評価を踏まえ、今後取り組むべき課題として新たに設定が必要なものについて、追加する。

【平成26年度目標値の考え方】

基本施策 施策の方向 No.
(ⅰ)
指針

（ⅱ）
未達成

（ⅲ）
達成

（ⅳ）
新規 指 標

平成21年3月末
時点

平成26年度
目標値

備 考 基本施策 施策の方向 No.
(ⅰ)
指針

（ⅱ）
未達成

（ⅲ）
達成

（ⅳ）
新規 指 標

平成21年3月末
時点

平成26年度
目標値

備 考

１
意識づくり

(2) 子どもの人権を尊
重する意識づくり

1 新
体験的参加型による人権学習を実施した
学校の割合

８３．０％ １００．０％ 大分県長期総合計画 25 新 「児童デイサービス事業所」か所数 １６か所 ２４か所 市町村の計画

2 ◎ 未達成 地域子育て支援拠点 ５４か所 ７１か所 26 新 特別支援学校教員免許状の保有率
（小・中学校における特別支援学級担当教員）

２６．７％ ９０．０％ 新大分県総合教育計画

3 ◎ 未達成 「ファミリー・サポート・センター事業」実施市町村 ６市町 １２市町村 27 未達成 不登校児童生徒の割合（小学校） ０．３２％ ０．２５％ 大分県長期総合計画

4 ◎ 達成 一時預かり実施保育所 １３３か所 １３５か所 28 未達成 不登校児童生徒の割合（中学校） ３．０１％ ２．１０％ 大分県長期総合計画

5 未達成 預かり保育を実施している幼稚園の割合 ５６．０％ ６１．０％ 新大分県総合教育計画
(1) 子どもや母親の健
康づくり

29 達成 「養育支援家庭訪問事業」実施市町村 ８市町村 １８市町村 全市町村における実施

6 ◎ 未達成 「ショートステイ事業」実施市町村 ４市町 ８市町
(2) 思春期からの健康
づくり

30 達成 １０代の人工妊娠中絶件数 ２９７件 低下 健やか親子21

(4) 障がい児への
支援

(5) いじめ・不登校や
ひきこもりへの対応
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地

(1) 子育て支援サービ
スの充実等

５
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育
つ

市町村の目標事業量
の積み上げによる

目標とする数値は100％であるが、平成26年度目標値は、本プランの計画期間（平成22年度から平成26年度の5年間）において

各種施策に積極的に取り組むことにより、達成したいと考える数値を設定しています。

6 ◎ 未達成 「ショートステイ事業」実施市町村 ４市町 ８市町
づくり

30 達成 １０代の人工妊娠中絶件数 ２９７件 低下 健やか親子21

7 ◎ 新 「トワイライトステイ事業」実施市町村 ３市町 ５市町 31 新 妊娠しているとわかった時の女性の喫煙率
１９．０％

（Ｈ17年度）
低下 健やか親子21

8 ◎ 達成 放課後児童クラブ ２２３か所 ２６４か所 32 新 ３，４ケ月児のいる父親の喫煙率
４８．４％

（Ｈ17年度）
低下 健やか親子21

9 ◎ 未達成 延長保育実施施設 １６９か所 １８９か所 33 新 朝食を毎日食べるようにしている児童生徒の割合（小５） ９３．０％ ９５．０％ 新大分県総合教育計画

10 ◎ 未達成 休日保育実施施設 １７か所 ２０か所 34 新 朝食を毎日食べるようにしている児童生徒の割合（中２） ９１．１％ ９５．０％ 新大分県総合教育計画

11 ◎ 新 特定保育実施施設 ４か所 ３７か所 35 達成 授業がわかると感じている児童生徒の割合（小５） ８２．１％ ８８．０％ 大分県長期総合計画

12 ◎ 未達成 病児・病後児保育実施施設 １１か所 ２２か所 36 未達成 授業がわかると感じている児童生徒の割合（中２） ６３．４％ ６８．０％ 大分県長期総合計画

13 ◎ 新 夜間保育実施施設 ０か所 １か所 37 新
福祉施設一日訪問体験に参加した高校生
の数

６９１人
（Ｈ20年度）

延４，２００人
県立高校生１学年生徒数
の１割程度

(4) 子育て支援サービ
スに関する情報提供
の充実

14 未達成
（達成見込）

ホームページ「子育てのタネ」アクセス件数 １７,８７４件 ７０,０００件 10,000件／年 38 未達成 幼稚園と小学校の連携体制を整備した市町村の割合 ５５．６％ １００．０％ 新大分県総合教育計画

(5) 子育て支援のネッ
トワークづくり

15 新
見守りなどの小地域ネットワーク組織が
設置された自治会数

１，６３０団体 ２，３００団体 大分県長期総合計画
(1) 子育てしやすい生
活環境づくり

39 新 子育て世帯の誘導居住面積水準達成率
４３．０％
（H15年度）

５０．０％
（H27年度）

大分県住生活基本計画
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(2) 子どもの生きる力
をはぐくむ学校づくり

(3) 親になるための健
康づくりへの支援

(6) 食育の推進
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充実等

７

子
と

っ

安
全

づ
く

ど
も
が
健
や
に
生
ま
れ

つ
環
境
づ
く
り

市町村の目標事業量
の積み上げによる

(1) ワーク・ライフ・バ
ランスの推進

16 未達成
（達成見込）

育児休業制度の規定を設けている企業の割合 ６９．３％ ８０．０％ 大分県長期総合計画

(2) 男性の育児参加
の促進

17 新 PTAに父親部会がある小・中学校の割合 ３４．８％ ４０．８％ 新大分県総合教育計画

(4) 若者の就職支援 18 達成 「ジョブカフェおおいた」における新規求職者就職率 ４２．５％ ４５．０％ 取組の強化 ※（ⅱ）未達成、（ⅲ）達成については、平成21年3月末時点での評価による

19 ◎ 未達成 里親委託率 １５．３％ １９．０％
要保護児童数に占める里
親等委託児童の割合

20 ◎ 新 「ファミリーホーム」か所数 ０か所 ６か所
児童養護施設空白
地域（南部、豊肥、西部）

21 達成 児童養護施設における「基幹的職員」数 ０人 １４人 各施設に１名

22 ◎ 未達成
（達成見込）

「地域小規模児童養護施設」か所数 １か所 ４か所
大分・別府を中心とする
地域の児童養護施設に
設置

23 ◎ 達成 「児童家庭支援センター」か所数 ２か所 ３か所
中央児童相談所管轄
１か所→２か所

24 ◎ 未達成 「自立援助ホーム」か所数 １か所 ２か所 設置か所数の増

法指定通学路における歩道等整備率
（市町村道を除く）

６４．０％ ７１．０％
大分県土木建築部
長期計画

(3) 子どもの安全を守
るまちづくり

40 達成

(2) 社会的な養護の
場の充実
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２ 総合的な評価指標

現状値 目標値 達成状況
現状値
の出典

総合的な子育て満足度の主要な事項 指 標

① 希望した時期や時間に保育サービ

「総合的な子育て満足度」レーダーチャート
総合的な評価指標として、次の1４項目を設定するとともに、本計画に基づく施策を、県民総参加

で総合的に実施することにより、これら総合的な子育て満足度の指標をできるだけ向上させ、

県民のみなさんが実感できる「子育て満足度日本一の大分県」の実現を目指します。

達成状況

68.9% 100.0% 68.9%

64.8% 100.0% 64.8%

56.2% 100.0% 56.2%

91.4% 94.0% 97.2%
平成19年

就業構造基本
調査

72.4% 78.4% 92.3%
平成19年

就業構造基本
調査

H18年
１時間45分 34.3%

平成18年
社会生活基本

子育ても仕事
もしやすい

④ ２５～３４歳男性の就業率
(3) 子育て世代が安定し

た生活を送ることがで
きる

⑤ ２５～２９歳女性の就業率

⑥ ６歳未満の子どもを持つ男性の

地域における
子育て支援

(1) 子育て家庭が出産や
子育て に楽しさや充実感
を感じること ができる

① 希望した時期や時間に保育サービ
スを利用できると答えた人の割合
（就学前児童を持つ親）

平成21年8月
次世代育成支援
に関するニーズ

調査
（市町村調べ）

② 子育てが地域の人に支えられてい
ると答えた人の割合

（就学前児童・小学生を持つ親）

(2) 子育て支援サービス
情報の提供

③ 子育て支援（保育）サービスを
知っていると答えた人の割合
（就学前児童を持つ親）

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

⑭ 合計特殊出生率
① 希望した時期や時間に

保育サービスを利用でき

ると答えた人の割合

② 子育てが地域の人に

支えられていると答えた

人の割合

③ 子育て支援（保育）サービスを

知っていると答えた人の割合

④ 25～34歳男性の就業率
⑩ 自分にも良いところがある

と答えた子どもの割合

⑪ 難しいことでも失敗をおそれ

ないで挑戦していると答えた

子どもの割合

⑫ 乳幼児の医療費への助成

⑬ 保育料への助成

子育て支援サービス

情報の提供 ③

子育て家庭の

経済的負担の

軽減 ⑫～⑬

地域における

子育て支援

①～②

（※１）

（※１）

（※2）

H18年
36分

１時間45分 34.3% 社会生活基本
調査

31.4% 100.0% 31.4%

平成21年8月
次世代育成支援
に関するニーズ

調査

64.0% 72.4% 88.4%
平成19年

就業構造基本
調査

88.6% 100.0% 88.6%

平成21年8月
次世代育成支援
に関するニーズ

調査

62.2% 100.0% 62.2%
平成20年度全国
学力・学習状況

調査

62.2% 100.0% 62.2%
平成20年度全国
学力・学習状況

子どもが健や
かに生まれ
育つ環境
づくり

（６） 子どもが心身ともに
健やかに育つことが
できる

⑨ 妊娠から出産までの間に満足度・充
実感があったと答えた人の割合
（就学前児童・小学生を持つ親）

⑪ 難しいことでも失敗をおそれないで
挑戦していると答えた子どもの割合

⑩ 自分にも良いところがあると答えた
子どもの割合（中学３年生）

(５) 女性が子育てしながら
働き 続けることができる

⑧ 30～34歳女性の就業率

もしやすい
環境づくり (４) 夫婦がともに、家事や

育児 に 関わることが
できる

⑥ ６歳未満の子どもを持つ男性の
家事・育児関連時間

⑦ 夫も妻も同じように子育てを行うこと
が「理想と答えた人」に対して、「実現
できていると答えた人」の割合
（就学前児童・小学生を持つ親）

⑤ 25～29歳女性の就業率

⑥ ６歳未満の子どもを持つ

男性の家事・育児関連時間

⑦ 夫も妻も同じように子育てを

行うこと が 「理想と答えた人」

に対して「実現できていると答

えた人」の割合

⑧ 30～34歳の女性の就業率

⑨ 妊娠から出産までの間に

満足度・充実感があったと

答えた人の割合

と答えた子どもの割合

子どもが健やかに

生まれ育つ環境

環境づくり

⑨～⑪

子育ても仕事もしやすい

環境づくり ④～⑧

※１ 「④25～34歳男性の就業率」及び「⑥6歳未満の子どもを持つ男性の育児・家事関連時間」については、「仕事と生活

の調和推進にための行動指針」（平成19年12月18日ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議決定）における数値

（※3）

62.2% 100.0% 62.2% 学力・学習状況
調査

全国14位 全国
トップレベル

72.3%
平成21年10月
健康対策課

調べ

全国 3位 全国
トップレベル

95.7%
平成20年度
少子化対策課

調べ

全国 7位
全国

トップレベル
87.2%

平成20年
人口動態統計

挑戦していると答えた子どもの割合
（中学３年生）

（８） 少子化の進行が抑制
される

⑭ 合計特殊出生率

⑫ 乳幼児等の医療費への助成

⑬ 保育料への助成

子育て家庭
の経済的負
担の軽減

(７) 経済的負担が軽減
される

３ 進捗状況の公表
本計画の進捗状況については、県議会や「おおいた子ども・子育て応援県民会議」等において、

毎年度フォローアップを行うとともに、県ホームページ等で公表します。

の調和推進にための行動指針」（平成19年12月18日ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議決定）における数値

目標（目標年2012年）を参考に設定。

※２ 「⑤25～29女性の就業率」については、雇用政策研究会（厚生労働省）における推計値(2017年･全国)を参考に設定。

※３ 「⑧30～34歳女性の就業率」については、30～34歳における女性の就業率の低下を改善するとの観点から、大分県に

おける25～29歳女性の就業率（72.4％）を目標値として設定。

※４ 「⑫乳幼児等の医療費への助成」及び「⑬保育料への助成」、「⑭合計特殊出生率」の「達成状況」については以下に

より算出。

47等道府県ー大分県より上位の都道府県の数

＊達成状況（％）＝ × 100

47都道府県

（※4）

（※4）

（※4）


